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第１章 所有権に関する登記 

第１節 所有権保存 
所有権保存（１項１号） 

 

◆キホンひな形◆  所有権保存（１項１号前段） 

■ 令２ 

（Ａ建物の登記記録の概要） 

 

表題部 甲市北一丁目１番地 家屋番号 １番 

（他の事項省略） 

所有者 Ａ 

 

※ 権利部の甲区，乙区は設けられていない 

（事実関係） 

１．Ａは，Ａ建物を平成16年５月６日に建築

した。 

２．平成 17 年９月 24 日，ＡとＢは，Ａ建

物をＢに売却する旨の売買契約を締結し

た。 

登記の目的  所有権保存 

  ①    ○○市○○町○丁目○番○号 Ａ 

添付書類   住所証明情報（Ａの住民票の写し） 

代理権限証明情報（Ａの委任状） 

  ②  申請 

課税価格   金 1,000 万円 

登録免許税    ③  （登録税別表 1.1.(1)） 

※この申請とは別に，「所有権移転（原因 平成 17 年９月 24 日売買）」が必要となる。 

 

 

＜上記の事例にて，Ａが死亡し，Ｃが相続人であった場合（Ａ名義で登記する場合）＞ 

 

登記の目的  所有権保存 

        ④         

 

 

＜解答＞ 

① 所有者 

② 法第 74 条第１項第１号 

③ 金４万円 

④ 所有者   ○○市○○町○丁目○番○号（亡）Ａ    

  上記相続人 ○○市○○町○丁目○番○号    Ｃ 
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◆キホンひな形◆  所有権保存（１項１号後段） 

■ 令４ 

（甲建物の全部事項証明書の抜粋） 

所在   甲市甲町一丁目１番地１ 

家屋番号 １番１ 

種類   居宅 

（省略） 

所有者  Ａ 

 

※ 権利部の甲区，乙区は設けられていない 

（事実関係） 

１．令和２年７月１日，Ａは死亡した。Ａ

の相続人は妻であるＢのみである。 

 

登記の目的  所有権保存 

所 有 者     ①    

○○市○○町○丁目○番○号 Ｂ 

添付情報      ②    

住所証明情報（Ｂの住民票の写し） 

代理権限証明情報（Ｂの委任状） 

法第 74 条第１項第１号申請 

課税価格   金 1,000 万円 

登録免許税  金４万円（登録税別表 1.1.(1)） 

 

＜キホンひな形の変形＞  所有者 

事 例 所有者 

数次相続の場合 

 

例）表題部所有者  Ａ 

 

        Ａ ①死亡 

 

②死亡Ｂ      Ｄ③死亡 

 

Ｃ      Ｅ 

所有者 

   ③    

○○市○○町○丁目○番○号 持分２分の１ Ｃ 

 

   ④    

○○市○○町○丁目○番○号   ２分の１ Ｅ 

表題部所有者の合併の場合 

 

例）表題部所有者 Ｘ株式会社 

  → Ｙ株式会社に合併される 

所有者  

     ⑤     

○○市○○町○丁目○番○号 Ｙ株式会社 

会社法人等番号 1234-56-789012 

代表取締役 乙 

 

＜解答＞ 

①（被相続人 Ａ） 

② 相続その他の一般承継による承継を証する情報Ａの法定相続人を特定することが 

できる戸籍の全部事項証明書等） 

③（被相続人  Ａ） 

（上記相続人 Ｂ） 

④（被相続人  Ａ） 

（上記相続人 Ｄ） 

⑤（被合併会社 Ｘ株式会社） 
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◆キホンひな形◆  所有権保存（１項１号後段 保存行為） 

■ 平 18 

（甲建物の全部事項証明書の抜粋） 

表題部  

（一部省略） 

所有者  持分２分の１ Ａ 

 持分２分の１ Ｂ 

 

権利部の甲区，乙区は設けられていない 

（事実関係） 

１ Ａ及びＢは建築資金を半分ずつ拠出

し，甲建物を建築した。 

２ その後，平成 17 年２月 25 日にＡは死

亡し，その相続人はＣのみである。 

３ 登記申請の依頼をしているのは，Ｃの

みである。 

登記の目的  所有権保存 

所有者    ○○市○○町○丁目○番○号 持分２分の１ Ｂ 

          ①    

       ○○市○○町○丁目○番○号   ２分の１ Ｃ 

添付書類   住所証明情報（ＢＣの住民票の写し） 

相続その他の一般承継による承継を証する情報 

（被相続人Ａの法定相続人を特定することができる戸籍の全部事項証明書等） 

代理権限証明情報（Ｃの委任状） 

法第 74 条第１項第１号申請 

課税価格   金 1,000 万円 

登録免許税  金４万円（登録税別表 1.1.(1)） 

 

 

事例           論点 
直接，所有権「保存」登記名義人となる者

の組合せ 

登記の 

可否 
  

「亡Ａ・亡Ｂ」 可 
表題部 

所有者 

亡Ａ   亡Ｂ  

 「亡Ａ・Ｄ」又は「亡Ｂ・Ｃ」 可 

 
 Ｃ   Ｄ 「Ｃ・Ｄ」 可 

  

 

＜解答＞ 

① （被相続人 Ａ） 

  （申請人） 
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所有権保存（１項２号） 

◆キホンひな形◆  所有権保存（１項２号） 

 

 

表題部 

所有者   令和２年５月１日売買 

 Ａ                 Ｂ 

      令和２年６月１日訴え提起 

 

令和２年 12 月１日 

 

（事実関係） 

１ 令和２年５月１日，Ａ及びＢは，甲建

物について売買契約を締結した。同日，

Ｂは，Ａに対し，売買代金全額を支払い，

甲建物の引渡しを受けた。 

２ 令和２年６月１日，Ｂは，Ａが甲建物

に関する登記手続に協力しないため，Ａ

を被告として，上記事実関係１の売買契

約に基づく所有権移転登記手続を求める

訴えを提起した。 

３ 令和２年 12 月１日，「被告は，原告に

対し，甲建物につき，令和２年５月１日

売買を原因とする所有権移転登記手続を

せよ。」とする旨の判決が確定した。 

登記の目的  所有権保存 

所 有 者  ○○市○○町○丁目○番○号 Ｂ 

添付情報   所有権を有することが確定判決によって確認されたことを証する情報 

（    ①    ） 

住所証明情報（Ｂの住民票の写し） 

代理権限証明情報（Ｂの委任状） 

   ②   申請 

課税価格   金 1,000 万円 

登録免許税  金４万円（登録税別表 1.1.(1)） 

 

□ 登記原因証明情報を提供することは不要である（不登令７Ⅲ①）。63 条１項の場合と異な

り，確定判決を登記原因証明情報として提供するのではない。 

 

＜解答＞ 

① 判決謄本（又は正本）及び確定証明書 

② 法第 74 条第１項第２号 

 

 

 

判決 

被告は，原告に対し，甲

建物につき，令和２年５

月１日売買を原因とす

る所有権移転登記手続

をせよ。 
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◆キホンひな形◆  所有権保存（２項保存・敷地権あり） 

（敷地権付区分建物）※保存登記なし 

表題部 

所有者 平成 26 年１月 10 日売買 

 Ａ                 Ｂ 

1101 号室 

敷地権の表示  

所有権 10,000 分の 20 

（事実関係） 

１ 平成26年１月10日，Ｂ及びＡは，別紙

〇の建物及びその敷地権について売買契

約を締結した。 

２ 建物の課税標準の額は金8,000万円，土

地の課税標準の額は金25億5,000万円で

ある。 

登記の目的   所有権保存 

     ①        

所有者     ○○市○○町○丁目○番○号 Ｂ 

添付情報       ②    

住所証明情報（Ｂの住民票の写し） 

代理権限証明情報（Ｂの委任状） 

      ③        

法第74条第２項申請 

課税価格        ④     

登録免許税       ⑤     

 

＜敷地権が所有権・賃借権の場合＞ 

（敷地権付区分建物）※保存登記なし 

表題部 

所有者 平成 26 年１月 10 日売買 

 Ａ                 Ｂ 

 

1101 号室 

敷地権の表示 所有権 10,000 分の 20 

賃借権 10,000 分の 20 

（事実関係） 

１ 平成26年１月10日，Ｂ及びＡは，別紙〇

の建物及びその敷地権について売買契約を

締結した。 

２ 課税価格は，建物につき金 5,000 万円， 

敷地権（所有権）につき金 586 万 7,000 円 

敷地権（賃借権）につき金380万7,000円と

する。 

添付情報    登記原因証明情報 

住所証明情報（Ｂの住民票の写し） 

代理権限証明情報（Ｂの委任状） 

敷地権登記名義人の承諾証明情報（Ａの承諾書） 

承諾証明情報（賃貸人の承諾書）（注） 

法第74条第２項申請 

課税価格        ⑥     

登録免許税       ⑦     

（注） 賃借権が譲渡できる旨の特約が登記されていないときに提供することを要する。 

 

① 原因 平成 26 年１月 10 日売買 

② 登記原因証明情報 

③ 敷地権登記名義人の承諾証明情報 

（Ａの承諾書） 

④ 建物  金 8,000 万円 

  敷地権 金 510 万円 

⑤ 建物  金 32 万円 

敷地権 金 10 万 2,000 円 

合計  金 42 万 2,000 円 

⑥ 建物       金 5,000 万円 

  敷地権（所有権） 金 586 万 7,000 円 

     （賃借権） 金 380 万 7,000 円 

⑦ 建物       金 20 万円 

  敷地権（所有権） 金 11 万 7,340 円 

     （賃借権） 金 3 万 8,070 円 

  合計       金 35 万 5,400 円 
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◆キホンひな形◆  所有権保存（２項保存・敷地権なし） 

 

（敷地権のない区分建物）※保存登記なし 

 

表題部 

所有者  平成 18 年７月 25 日売買 

 Ａ                 Ｂ 

1101 号室 

 

（事実関係） 

１．平成18年７月25日，ＢはＡから甲建物

を買い受けた。 

２．甲建物の課税価格は金1,000万円，乙土

地の課税価格は金1,000万円とする。 

登記の目的    所有権保存 

所有者      ○○市○○町○丁目○番○号 Ｂ 

添付書類     住所証明情報（Ｂの住民票の写し） 

代理権限証明情報（Ｂの委任状） 

   ①    

  ②   申請 

課税価格     金1,000万円 

登録免許税       ③    

 

□ 敷地権のない区分建物について，表題部所有者から所有権を取得した者が，所有権保存登

記を申請するときは，登記原因及びその日付を申請情報として提供することを要しない 

（不登令３Ⅰ⑥かっこ書，昭 58.11.10 民三 6400 号通達第 12 の３参照）。 

[5-25(4),19-20(ｱ)] 

 

□ 敷地権のない区分建物について転得者がする不動産登記法 74 条２項の所有権保存登記を

申請する場合，登記原因が登記されないので，登記原因証明情報の提供を要しない（不登

令７Ⅲ①）。 

 

＜解答＞ 

① 所有権譲渡証明情報 

② 法第 74 条第２項 

③ 金４万円 
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【図表 法 74 条１項各号・２項の登記申請手続の比較】 

 

論点 
申請適格者 

申請情報 添付情報（○＝提供要，×＝不要） 

登
録
免
許
税 

登
記
原
因
・
日
付 

申請根拠

条文 

登
記
原
因
証
明
情
報 

登 記 原 因

に つ い て
の 第 三 者
の 承 諾 証

明情報等 

所有権証明情報 

住
所
証
明
情
報 

特
別
な
添
付
情
報 

１
項 

１
号 

表題部所有者 

× 

申請人が
法 74条１
項各号に

掲げる者
のいずれ
であるか 

× 
× 

（注 1） 

━━━ ○ ━━━ 

４
／1

0
0
0
 

表題部所有者の相続人
その他の一般承継人 

相続その他の一

般承継による承
継を証する情報 

○ ━━━ 

２
号 

所有権を有することが
確定判決によって確認
された者 

判 決 謄 本 (確 定

証明書付) 
○ ━━━ 

３
号 

収用によって所有権を
取得した者（注 2） 

①裁決書謄本 

②補償金の受領
書 (又 は 補 償 金
の供託受領書) 

○ ━━━ 

２
項 

区分建物

の表題部
所有者か
ら｢直接｣

所有権を
取得した
者 

敷地権の
ない区分
建物 

× 

法 74 条
２項の規
定により

登記を申
請する旨 

所有権取得証明

情報（注 3） 
○ ━━━ 

建

物

分

の
み 

敷地権付

き区分建
物 

○ ○ ○ 

（所有権取得証

明情報は登記原
因証明情報に実
質的に含まれる

から，添付情報
とならない。） 

○ 

敷地権
登記名

義人承
諾証明
情報 

敷
地
権
の
移
転

登
記
分
も
納
付 

（注 1）敷地権のない区分建物について転得者がする不動産登記法 74 条２項の所有権保存登

記を申請する場合，登記原因が登記されないので，申請情報と併せて，登記原因についての

第三者の承諾証明情報等を提供することを要しない（昭 58.11.10 民三 6400 号）。 
 

（注 2）申請書例 

登記の目的  所有権保存 
所 有 者  Ｂ電力株式会社 

（会社法人等番号 1234-56-789012） 
        代表取締役 甲 
添 付 情 報  収用によって所有権を取得したことを証する情報 

（裁決書謄本及び補償金の受領証(補償金の供託受領証)） 
住所証明情報（Ｂ電力株式会社の会社法人等番号） 
会社法人等番号（Ｂ電力株式会社の会社法人等番号） 
代理権限証明情報（Ｂ電力株式会社の代表取締役甲の委任状） 

法第 74 条第１項第３号申請 
課 税 価 格  金 1,000 万円 
登録免許税  金４万円（登録税別表 1.1.(1)） 

 

（注 3）敷地権のない区分建物について，表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人が

所有権取得証明情報を作成しない場合においては，法 74 条２項の規定による所有権保

存登記を申請することはできない。この場合，転得者は，表題部所有者等を相手に所有

権確認訴訟を提起し勝訴判決を得て，法 74 条１項２号に掲げる者として，所有権保存

登記を申請する。 
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第２節 所有権移転（特定承継） 
所有権移転（売買） 

◆キホンひな形◆  所有権移転（売買）  

■ 平 25 

 

           売買契約 

1/4 1/4  2/4          Ｂ 

 Ｃ  Ａ  Ａ       

  

  

   抵当権Ｘ 

（事実関係） 

１ 平成 24 年６月 28 日，ＡとＢは，抵当

権が設定されていない甲土地のＡ持分を

Ｂへ売り渡す旨の契約を締結し，同日，

Ｂは売買代金全額を支払った。  

２ 甲土地の課税標準の額は，金 1,000 万

円である。 

登記の目的        ①      

原因      平成 24 年６月 28 日売買 

権利者     ○○市○○町○丁目○番○号 持分４分の２ Ｂ      

義務者     ○○市○○町○丁目○番○号 Ａ 

添付情報    登記原因証明情報 

登記識別情報(Ａの甲土地甲区〇番の登記識別情報)   

印鑑証明書(Ａの市町村長作成の印鑑証明書) 

        住所証明情報（Ｂの住民票の写し） 

代理権限証明情報(Ｂ及びＡの委任状） 

課税価格    移転した持分の価格 金 500 万円 

登録免許税   金 10 万円 
 

 

          相続   売買契約 

2/4 1/4  1/4     Ｂ      Ｃ 

 Ｘ  Ａ  Ａ       

  

  

   抵当権Ｘ 

（事実関係） 

１ 平成 21 年９月１日，Ａが死亡し，Ｂが

相続した（甲区４番で登記済み）。 

２ 令和２年７月１日，Ｂ及びＣは，甲土

地のＢ持分のうち，抵当権が設定されて

いない持分について，売買契約を締結し

た。 

３ 甲土地の課税標準の額は，金 1,000 万

円である。 

登記の目的       ②      

原   因  令和２年７月１日売買 

権 利 者  ○○市○○町○丁目○番○号 持分４分の１ Ｃ 

義 務 者  ○○市○○町○丁目○番○号 Ｂ 

添付情報   登記原因証明情報 

登記識別情報（Ｂの甲土地甲区〇番の登記識別情報） 

印鑑証明書（Ｂの市町村長作成の印鑑証明書） 

住所証明情報（Ｃの住民票の写し） 

代理権限証明情報（Ｂ及びＣの委任状） 

課税価格   移転した持分の価格 金 250 万円 

登録免許税  金５万円 
 
＜解答＞ 

① Ａ持分一部（順位〇番で登記した持分）移転 

② Ｂ持分一部（順位〇番から移転した持分）移転 



                         複製・頒布を禁じます 

 

9 
記述式コンプリート攻略講座 ひな形編 不動産登記法 

＜キホンひな形の変形＞  所有権移転の登記の目的のバリエーション 

 

単
有
不
動
産
の
場
合 

      

Ⅰ  

甲 

甲 か ら 乙 へ 所 有 権

の全部を移転 

→→→→→→→→ 

乙 「所有権移転」 

      

Ⅱ  

甲 

甲 か ら 乙 へ 所 有 権

の一部を移転 

→→→→→→→ 

 

甲 １／２ 

 

乙 １／２ 

 

「所有権一部移転」 

      

共
有
不
動
産
の
場
合 

      

Ⅰ  甲 １／２ 

 

 

乙 １／２ 

甲 の 持 分 の 全 部 を

丙に移転 

→→→→→→→→ 

丙 １／２ 

 

 

乙 １／２ 

「甲持分全部移転」 

      

Ⅱ   

甲 １／２ 

 

乙 １／２ 

 

甲 の 持 分 の 一 部 を

丙に移転 

→→→→→→→→ 

甲 １／４ 

乙 １／２ 

丙 １／４ 

「甲持分一部移転」 

      

Ⅲ   

甲 １／２ 

 

乙 １／２ 

 

甲・乙の各持分の一

部を丙に移転 

→→→→→→→→ 

甲 １／４ 

乙 １／４ 

丙 １／２ 

「甲持分４分の１， 

乙持分４分の１移転」 

      

Ⅳ   

甲 １／２ 

 

乙 １／２ 

 

甲・乙の各持分の全

部を丙に移転 

→→→→→→→→ 丙 
「共有者全員持分全部移転」 

■ 平 30 

      

      

Ⅴ   

甲 １／３ 

乙 １／３ 

丙 １／３ 

丙 を 除 く 共 有 者

甲・乙の持分の全部

を丁に移転 

→→→→→→→→ 

丁 ２／３ 

 

丙 １／３ 

「甲，乙持分全部移転」 

又は 

「丙を除く共有者全員持分全部

移転」 
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◆キホンひな形◆  所有権移転（特約付売買）  

 

    平成 23 年６月１日売買 

 売主Ａ            買主Ｂ 

    平成 23 年７月１日代金完済 

 

＜売買契約上の特約＞ 

①平成23年７月１日に代金の全額を支払うもの

とし，所有権は代金の支払いと同時に移転す

るものとすること， 

②所有権の一部移転の日から５年間は共有物の

分割請求をしないこと及び 

③Ａが死亡した時には権利移転の効力が失効す

る旨の特約を合意した。 

（事実関係） 

１ 平成23年６月１日，Ａは，Ｂに対して，

所有権の一部（２分の１）を代金1,000

万円で移転する旨の契約を申込み，同日

Ｂはそれを承諾した（特約につき，左図

参照）。 

２ 平成23年７月１日，ＡはＢに対して甲土

地の一部（２分の１）の代金1,000万円を

支払った。 

３ 甲土地の課税標準の額は，金1,000万円

である。 

登記の目的  所有権一部移転 

原因        ①     

            ②             

権利者    持分２分の１ Ａ 

義務者    Ｂ 

添付書類  登記原因証明情報  

登記識別情報（Ｂの甲区２番の登記済証） 

印鑑証明書（Ｂの市町村長作成の印鑑証明書） 

住所証明情報（Ａの住民票の写し）  

代理権限証明情報（Ａ及びＢの委任状） 

課税価格   移転した持分の価格 金 500 万円 

登録免許税   金 10 万円 

 

＜解答＞ 

① 平成 23 年 7 月 1 日売買 

② 特約  ５年間共有物不分割 

買主Ａが死亡した時は所有権一部移転が失効する 
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＜キホンひな形の変形＞  特約の取り扱い 

 

事 例 修正が必要な個所 及び 表現 

移転時期特約 

（代金完済時に所有権移転） 

・別個独立に登記しない（原因日付に影響） 

・契約書だけでは登記原因証明情報の適格がない 

［平 31 記述］ 

共有物分割禁止の定め 

（共有物不分割特約）  

権利の移転登記と一の申請情報による申請可（注 1） 

（一の申請情報による申請は任意的） 

買戻特約   一の申請情報による申請不可（「同時」申請要） 

権利消滅の定め 一の申請情報による申請は必要的 

担保権・用益権等を事前に消

滅させる取扱い 
申請順番に影響（注 2） 

 

（注 1）一括申請の可否 

 

 所有権（一部）移転登記と 

共有物分割禁止の登記の一括申請 

①一部移転と特約 

Ａ  
1/3 売却  

分割禁止の定め  
2/3Ａ 1/3Ｂ  

 

〇 

②全部移転と特約 

Ａ  
売却  

分割禁止の定め  
2/3Ｂ 1/3Ｃ  

 

× 

［18-19(ｳ)/27-20(ｳ)] 

 

（注 2）＜担保権・用益権等を事前に消滅させる取扱い＞（平成 25 年・平成 26 年記述式） 

 

売買契約書 

売主民事二郎 遺言執行者法務春男と買主司法秋男は，上記

不動産について，次のとおり，売買契約を締結した。 

第１条 売主は，買主に対し，本日，上記の不動産を金 7,500

万円にて売り渡し，買主は，これを買い受けた。 

第３条 上記の不動産の所有権は，買主が売買代金の全額を

支払い，売主がこれを受領したときに，売主から買主

に移転する。 

第５条 売主は，上記の不動産について，本売買契約に基づ

く所有権の移転の登記を申請する前に，その責任と負

担において，担保権，用益権等，買主の完全な所有権

の行使を阻害する一切の負担を除去するものとし，そ

の担保権，用益権等が登記されている場合には，その

登記を抹消しなければならない。 

なすべき登記と登記する順番 

１件目  

担保権・用益権の抹消登記 

 

２件目  

所有権移転登記 
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◆キホンひな形◆  所有権移転（生前売買） 

 

 

平成 27 年 12 月１日 

        売買契約 

Ａ          Ｂ 

     

     

 

Ｃ（配偶者）     Ｈ（配偶者）   

    Ｄ（特別受益者） 

    Ｅ（相続放棄）    

（事実関係） 

１ 平成 27 年 12 月１日，Ａは，Ｂとの間

で，甲土地を売買する契約を締結した。 

２ 平成 28 年３月 10 日，ＡとＢの同乗す

る乗用車が事故に遭い，同日両名は死亡

した。Ａには配偶者Ｃ，子Ｄ及びＥが，

Ｂには配偶者Ｈがいる。 

Ｄは，婚姻にあたり，Ａから相続分を

超える贈与を受けている。ＥはＡの相続

につき平成 28 年６月８日に相続放棄を

している。 

登記の目的   所有権移転 

原因      平成 27 年 12 月１日売買 

権利者          ①      

義務者          ②      

添付情報    登記原因証明情報 

        登記識別情報（Ａの甲区〇番の登記識別情報） 

        印鑑証明書（     ③     ） 

        住所証明情報（Ｂの住民票の除票の写し） 

             ④      

代理権限証明情報（Ｈ，Ｃ及びＤの委任状） 

課税価格    金 1,000 万円 

登録免許税   金 20 万円 

 

事 例 修正が必要な個所 及び 表現 

売買契約後，売主である会社に

合併が生じた場合 

 

       売 却 

例）Ｘ（株）→    Ａ 

  ↓吸収合併 

  Ｙ（株） 

義 務 者      ⑤      

（会社法人等番号 1234-56-789012） 

代表取締役 乙 

添付情報  一般承継証明情報 

 

＜解答＞ 

① ○○市○○町○丁目○番○号 亡Ｂ 

○○市○○町○丁目○番○号 上記相続人 Ｈ 

② ○○市○○町○丁目○番○号 亡Ａ相続人 Ｃ 

○○市○○町○丁目○番○号 亡Ａ相続人 Ｄ 

③ Ｃ及びＤの市町村長作成の印鑑証明書 

④ 相続証明情報（Ａ及びＢの法定相続人を特定することができる戸籍の全部事項証明書等， 

Ｄの特別受益証明書，Ｅの相続放棄申述受理証明書） 

⑤ （被合併会社 Ｘ株式会社） 

○○市○○町○丁目○番○号 Ｙ株式会社 
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◆キホンひな形◆  所有権移転（任意売却）  

■ 平 20 

 

平成 24 年６月 29 日 

       任意売却 

Ａ          Ｂ 

    ↓   

    破産     平成 24 年６月 20 日 

 （破産管財人Ｃ）  許可 

 

 

（事実関係） 

１ 平成 24 年４月 20 日Ａは破産手続開始

の決定を受けた。 

２ 平成 24 年６月 29 日，乙土地を売主（破

産者Ａ破産管財人Ｃ）からＢに売却する

契約が締結されている。 

３ 当該売却については平成 24 年６月 20

日付けで裁判所の許可が得られている。 

登記の目的   所有権移転 

原因      平成 24 年６月 29 日売買 

権利者     Ｂ      

義務者          ①      

添付情報    登記原因証明情報 

印鑑証明書(     ②     ) 

             ③      

住所証明情報（Ｂの住民票の写し） 

代理権限証明情報(Ａの破産管財人Ｃの選任書並びにＢ及びＡの破産管財 

人Ｃの委任状) 

✕     ④      

課税価格    金 1,000 万円 

登録免許税   金 20 万円 

 

＜解答＞ 

① Ａ  

破産者Ａ破産管財人 Ｃ 

※ 破産手続開始の決定があった場合には，破産財団に属する財産の管理及び処分する権

利は，裁判所が選任した破産管財人に専属する（破産 78 条１項）。したがって，破産

財団に属する不動産等を任意に売却する場合の登記の申請は，破産管財人が登記権利

者と共同してしなければならない（平 16.12.16 民二 3554 号）。 

 

② Ｃの裁判所書記官作成の印鑑証明書 

 

③ 登記原因についての第三者の許可証明情報（裁判所の許可書） 

  ※ 破産管財人が不動産に関する物権の任意売却をするには，裁判所の許可を得なければ

ならない（破産 78 条２項１号）とされていることから，任意売却による登記の申請書

には，第三者が許可したことを証する書面（不登令７条１項５号ハ）として，裁判所

の許可書を添付しなければならない（平 16.12.16 民二 3554 号）。 

 

④ Ａの登記識別情報（昭 34.5.12 民甲 929 号参照） 

※ 破産管財人が任意売却するには裁判所の許可を必要とし，その許可書を添付すること

から，登記の真正は担保されると考えられるためである。 
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事例 印鑑証明書 登記識別情報 
特殊な 

添付書類 

① 義務者：未成年者・成年被後見人 

→ 親権者・成年後見人が申請する場合 
法定代理人 義務者  

② 義務者：被保佐人 

→ 被保佐人が申請する場合 

制限 

行為能力者 
義務者  

③ 義務者：破産者 

→ 破産管財人が申請する 
破産管財人  × 

裁判所の 

許可書 

④ 義務者：被相続人（相続人なし）  

→ 相続財産管理人が申請する（任意売却） 

相続財産 

管理人 
× 

裁判所の 

許可書 

⑤ 義務者：成年被後見人 

→ 成年後見人が申請する 

（居住用不動産の売却） 

成年後見人 × 
裁判所の 

許可書（注 1） 

⑥ 義務者：被相続人 

→ 相続人が申請する（相続人による登記） 
相続人 義務者 相続証明情報 

⑦ 義務者：所有者本人 

→ 復代理人が申請する 
義務者 

義務者 

（注 2） 
 

 

（注 1）成年被後見人の居住用ではない不動産について，その成年後見人が売買を原因とする

所有権移転登記を申請するときは，当該申請書には「居住用不動産ではない旨の証明書」

を添付する必要はない（登記研究 646「登記簿」）。 

 

（注 2） 代理人の印鑑に関する証明書を提供することを要しない（規 49Ⅱ⑤）。 

 

  本人Ａ            代理人Ｂ              復代理人Ｃ 

 

 

 

 

  

 

委任状 

 

Ａ  印 

印鑑 

証明書 

印 

委任状 

 

Ｂ  印 



                         複製・頒布を禁じます 

 

15 
記述式コンプリート攻略講座 ひな形編 不動産登記法 

所有権移転（贈与） 

 

◆キホンひな形◆  所有権移転（贈与）  

 

 

令和２年７月１日 

        贈与契約 

Ａ          Ｂ 

        

 

（事実関係） 

令和２年７月１日，ＡとＢは，Ａを贈与者，

Ｂを受贈者とする負担付贈与契約を締結し

た（負担の内容については省略）。  

登記の目的  所有権移転 

原   因      ①     

権 利 者  ○○市○○町○丁目○番○号 Ｂ 

義 務 者  ○○市○○町○丁目○番○号 Ａ 

添付情報   登記原因証明情報 

登記識別情報（Ａの甲区１番の登記識別情報） 

印鑑証明書（Ａの市町村長作成の印鑑証明書） 

住所証明情報（Ｂの住民票の写し） 

代理権限証明情報（Ａ及びＢの委任状） 

課税価格   金 1,000 万円 

登録免許税  金 20 万円（登録税別表 1.1.(2)ﾊ） 

 

事 例 修正が必要な個所 及び 表現 

死因贈与契約の場合 

（Ａの相続人をＣとする） 

原因         ②      

義 務 者      ③      

添付情報  印鑑証明書（Ｃの市町村長作成の印鑑証明書） 

相続証明情報（Ａの法定相続人を特定するこ

とができる戸籍の全部事項証明書等） 

 

＜解答＞ 

① 令和２年７月１日贈与   

 

② 年月日贈与 

  ※ 死因贈与の場合も負担付贈与の場合も登記原因は「贈与」である。 

 

③ ○○市○○町○丁目○番○号 亡Ａ相続人Ｃ 

※ 執行者が選任されている場合は執行者が，選任されていない場合は贈与者の相続人が

登記義務を履行することになるから，執行者又は 62 条により登記義務者である贈与

者の相続人全員が登記義務者側の申請人となる。 
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所有権移転（遺贈） 

 

◆キホンひな形◆  所有権移転（遺贈） 

■ 頻出 平 25・令４・令６ 

 

平成 29 年２月１日遺言書作成 

     令和２年７月１日Ａ死亡 

Ａ          Ｂ 

       （遺言執行者Ｃ） 

 

 相続人ＤＥ 

（事実関係） 

１ 平成 29 年２月１日，Ａは，「①甲土地

をＢに遺贈する，②遺言執行者をＣとす

る」旨の自筆証書遺言を作成した。 

２ 令和２年７月１日，Ａは死亡した。Ａ

の相続人は，妻であるＤと子であるＥの

みである。 

登記の目的  所有権移転 

原   因  令和２年７月１日遺贈 

権 利 者  ○○市○○町○丁目○番○号 Ｂ 

義 務 者       ①      

添付情報   登記原因証明情報（     ②     ） 

登記識別情報（Ａの甲土地甲区〇番の登記識別情報） 

印鑑証明書（    ③    ） 

住所証明情報（Ｂの住民票の写し） 

代理権限証明情報（    ④    ，Ｂ及びＣの委任状） 

課税価格   金 1,000 万円 

登録免許税  金 20 万円 

 

＜遺言執行者がいない場合＞ 

権 利 者   ○○市○○町○丁目○番○号  Ｂ 

義 務 者         ⑤       

添付情報    登記原因証明情報（Ａの死亡を証する情報 及び 遺言書） 

登記識別情報（Ａの甲土地甲区〇番の登記識別情報） 

印鑑証明書 （      ⑥      ） 

住所証明情報（Ｂの住民票の写し） 

      ⑦       

代理権限証明情報（ＢＤＥの委任状） 

 

＜解答＞ 

① ○○市○○町○丁目○番○号 亡Ａ 

 ※ 登記義務者側について，司法書士等に登記申請行為の代理を委任した遺言執行者から申

請する場合，中間代理人である遺言執行者を記載する必要はないが，記載する書式例も

ある。 

② Ａの死亡を証する情報 及び 遺言書 

③ Ｃの市町村長作成の印鑑証明書 

④ Ａの遺言書及び戸籍謄本 

⑤ ○○市○○町○丁目○番○号 亡Ａ相続人Ｄ 

○○市○○町○丁目○番○号 亡Ａ相続人Ｅ 

⑥ ＤＥの市町村長作成の印鑑証明書 

⑦ 相続証明情報（Ａの法定相続人を特定することができる戸籍の全部事項証明書等） 
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平成 29 年２月１日遺贈 

     令和２年７月１日Ａ死亡 

Ａ          Ｂ 

       （遺言執行者Ｃ） 

 

 相続人ＢＤ 

（事実関係） 

１ 平成 29 年２月１日，Ａは，「①甲土地

をＢに遺贈する，②遺言執行者をＣとす

る」旨の自筆証書遺言を作成した。 

２ 令和２年７月１日，Ａは死亡した。Ａ

の相続人は，妻であるＢと子であるＤの

みである。 

登記の目的  所有権移転  

原因     令和３年７月１日遺贈 

権利者   （申請人）○○市○○町○丁目○番○号 Ｂ 

義務者   ○○市○○町○丁目○番○号  Ａ 

添付書類   登記原因証明情報 

      ×   ①    

      ×   ②    

       住所証明情報（Ｂの住民票の写し） 

       代理権限証明情報（   ③   ） 

課税価格   金 1,000 万円 

登録免許税     ④    

＜解答＞ 

① 登記識別情報 

② 印鑑証明書 

③ Ｂの委任状 

④  金４万円 

 

＜キホンひな形の変形＞  登記原因 

 対象 

文言 
相続人全員に対して 相続人の一部に対して 相続人以外の者に対して 

遺
贈 

包括遺贈 相続 遺贈 遺贈 

特定遺贈 遺贈 遺贈［28-24(ｴ)] 遺贈 

相 続 相続 相続 遺贈 

 

＜キホンひな形の変形＞  登記原因の日付 

 登記原因日付 

原則 遺言者死亡の日 

停止条件付遺贈 

遺言者死亡後に，条件が成就した場合 
条件が成就した日 

（民985Ⅱ） 

条件が成就した後，遺言者死亡した場合 遺言者死亡の日 

農地の特定遺贈 

遺言者の死亡後，「農地法の許可書」が到達 
「農地法の許可書」が到達

した日 

「農地法の許可書」が到達した日 遺言者死亡の日 
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＜キホンひな形の変形＞  申請人・登録免許税 

 登記原因 申請構造 登録免許税 

相続人以外に対する遺贈 遺贈 共同申請（注）のみ 
不動産の価額の 

20／1000 

相続人に対する遺贈 

（所有権に限る） 
遺贈 

共同申請（注） 

・単独申請 

不動産の価額の 

４／1000  

相続人に対する特定財産承

継遺言 
相続 単独申請  

不動産の価額の 

４／1000 

 

（注）共同申請の場合 

遺言執行者がいる場合 
受遺者（登記権利者）と 

遺言執行者（登記義務者側）の共同申請 ［令 4-20(ｴ)］ 

遺言執行者がいない場合 
受遺者（登記権利者）と 

遺言者の相続人全員（登記義務者側）の共同申請  

  

＜キホンひな形の変形＞  遺贈による所有権移転登記申請の際の「印鑑証明書」「相続証明情報」

「代理権限証明情報」の内容（○＝要 ×＝不要） 

 

添付書類 

 

 

 

義務者側申請人 

登記義務者に

関する印鑑証

明書 

相 続 証 明

情報 

遺言執行者の資格を証する書面 ※１ 

遺言書 
死亡 

証明書 

家裁の選

任審判書 
指定書 

遺

言

執

行

者 

遺言で 

指定 

遺言執行者の

もの 
━━━ ○ ○ × × 

遺 言 で 指

定を委託 

遺言執行者の

もの 
━━━ ○ ○ × 〇 

家 庭 裁 判

所が選任 

遺言執行者の

もの 
━━━ ○ × ※２ 〇 × 

相続人全員 
相続人全員の

もの 
〇 ━━━ ━━━ ━━━ ━━━ 

 

※１ 遺言執行者の就任承諾書の添付の要否  

  遺言執行者の任務は，就職を承諾したときから開始するが（民 1007），遺言執行者が就職

を承諾したことを証する書面の添付を要求した規定は存在しない。[Ｈ１書式] 

 

※２ 家庭裁判所が遺言執行者を選任した場合においては，選任の審判の過程で遺言者が死亡

した事実は確認されているので，家庭裁判所の選任審判書が遺言者の死亡を証明していると

いえるから，遺言者の死亡を証する情報として，別個に遺言者の死亡の記載のある戸（除）

籍謄（抄）本の提供は不要である（昭 59.1.10 民三 150 号回答）。[5-26(3),19-12(ｲ),26-21(ｴ)] 
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所有権移転（共有物分割） 

 

◆キホンひな形◆  所有権移転（共有物分割）  

■ 平 11・平 24 

（Ａ建物の登記記録の概要） 
甲区 ２番 所有権移転 
      平成22年６月30日受付第600号 

原因 平成22年５月17日贈与 
共有者 持分３分の１ Ａ 

       ３分の１ Ｂ 
       ３分の１ Ｃ 

（Ｂ土地の登記記録の概要） 
甲区 １番 所有権保存 

    平成22年８月１１日受付第800号 
所有者 Ｃ 

（当事者から聴取した事実関係） 
１．平成23年６月30日，Ａ，Ｂ及びＣは，Ａ建物の共有物分割協議を行った。その内容は次

のとおりである。 
一． Ａ建物はＣの単独所有とする。 
一．ＣはＢに金1,000万円を支払い，ＡはＣが単独所有するＢ土地の所有権をＡ建物の

持分と交換する。 

 

Ａ建物 Ｂ土地 

 
登記の目的      ①      

 
原因       ②     
権利者  持分３分の２ Ｃ 
義務者  Ａ 
     Ｂ 
添付書類 登記原因証明情報 

登記識別情報 
印鑑証明書 
住所証明情報 
代理権限証明情報 

課税価格 移転した持分の価格 金○万円 
登録免許税 × 20／1000 （注） 
 

 
登記の目的  所有権移転 
原因         ③      
権利者    Ａ 
義務者    Ｃ 
添付書類   登記原因証明情報 

登記識別情報 
印鑑証明書 
住所証明情報 

       代理権限証明情報 
課税価格   金○○万円 
登録免許税  × 20／1000 

 

＜解答＞ 

① Ａ，Ｂ持分全部移転 （又は Ｃを除く共有者全員持分全部移転） 
② 平成２３年６月３０日共有物分割 
③ 平成２３年６月３０日共有物分割による交換（注） 

 

 

（注）登録免許税は，原則として，課税価格（移転した持分の価格）に 1000 分の 20 を納付す

る。ただし，①申請対象が申請前に分筆登記がされた土地であり，かつ，②申請が①の分

筆登記によって生じた他の土地(全部又は一部)についての共有物分割による持分移転登

記と同時にするものである場合，共有物分割による持分移転登記前に有していた持分に応

じた土地の価額に対応する部分に限って，例外的に税率が 1000 分の４となる。 
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＜キホンひな形の変形＞  共有物分割の類型となすべき登記 

 

 事  例 なすべき登記 

現

物 

分

割 

 Ａ物件  Ａ１物件  Ａ１物件  

①Ａ物件につき分筆登記 

②Ａ１物件につき乙持分全部移転登記 

③Ａ２物件につき甲持分全部移転登記 

[54-22,3-30(1)] 

 

1/2 

甲 

1/2 

乙 

 
1/2 

甲 

1/2 

乙 
 

1/2 

甲 

1/2 

甲 
 

  Ａ２物件  Ａ２物件  

 
 

1/2

甲 

1/2

乙 
 

1/2

乙 

1/2

乙 
 

 １筆の共有不動産を分筆し，おのおの単独所有権

を取得する場合 

価

額 

賠

償 

 Ａ物件  Ａ物件     

①Ａ物件につき乙持分全部移転登記 

②Ｂ物件につき甲持分全部移転登記 

 1/2 

甲 

1/2 

乙 
 

1/2 

甲 

1/2 

甲 
    

 Ｂ物件  Ｂ物件     

 1/2 

甲 

1/2 

乙 
 

1/2 

乙 

1/2 

乙 
    

          

 Ａ物件  Ａ物件     

乙持分全部移転登記 

 1/2 

甲 

1/2 

乙 
 

1/2 

甲 

1/2 

甲 
    

        

 乙の持分に相当する代価を，甲が金銭で補償する

場合 

 Ａ物件  Ａ物件     

①Ａ物件につき乙持分全部移転登記 

 

②Ｂ物件につき所有権移転登記 

（原因：共有物分割による交換） 

 1/2 

甲 

1/2 

乙 

 1/2 

甲 

1/2 

甲 

    

 Ｂ物件  Ｂ物件     

 
甲（単有） 

 
乙（単有） 

  

 

  

 乙の持分に相当する代価を，甲が不動産（Ｂ物件）

で補償する場合 

代

金 

分

割 

 Ａ物件  Ａ物件     

共有者全員持分全部移転登記 

（原因：売買） 

 1/2 

甲 

1/2 

乙 

 
丙 

    

 共有不動産を第三者に売却し，その代金を持分に

応じて分配する場合 
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所有権移転（持分放棄） 

 

◆キホンひな形◆  所有権移転（持分放棄）  

 

２ 所有権移転  

平成 24 年４月 27 日第 12221 号 

原因 平成 24 年４月 27 日売買 

共有者  持分３分の１  Ａ 

３分の１  Ｂ 

３分の１  Ｃ 

（事実関係） 

１ 平成 25 年６月 20 日，Ｃは，Ｂ及びＡ

に対して，甲土地に関する自己の持分全

部を放棄する旨の意思表示をした。なお，

当該意思表示は，平成 25 年６月 22 日，

Ｂ及びＡのもとに到達した。 

２ 司法書士法務明子は，Ｂを除く関係当

事者全員から依頼を受けた。 

３ 不動産の課税標準の額は金 5,498 万

2,516 円である。 

登記の目的  Ｃ持分一部移転 

原因          ①      

権利者         ②      

義務者    ○○市○○町○丁目○番○号 Ｃ 

添付情報   登記原因証明情報 

登記識別情報（Ｃの甲土地甲区２番の登記識別情報） 

印鑑証明書（Ｃの市町村長作成の印鑑証明書） 

住所証明情報（Ａの住民票の写し） 

代理権限証明情報（Ａ及びＣの委任状） 

課税価格   移転した持分の価格 金 916 万 3,000 円 

登録免許税  金 18 万 3,200 円 

 

＜解答＞ 

① 平成 25 年６月 20 日持分放棄 

  ※ 登記原因は「持分放棄」であり，原因日付は，持分放棄の意思表示がされた日となる。

他の共有者に意思表示が到達した日ではない[25-21(5)] 

 

② ○○市○○町○丁目○番○号 持分６分の１ Ａ 

※ 共有持分の放棄により放棄された持分が帰属することとなる他の共有者が複数の場合，

他の共有者の一人及び放棄をした共有者の共同申請により，保存行為として他の共有者

全員への持分移転の登記を申請することはできない。 
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所有権移転（代物弁済） 

 

◆キホンひな形◆  所有権移転（代物弁済）  

■ 平 10・令６ 

 

令和２年６月１日 

       代物弁済契約 

Ａ          Ｂ 

      （令和２年７月１日登記申請） 

         

  １番抵当権 

 Ｂ 

 

（事実関係） 

１ 令和２年６月１日，ＡＢ間において，

平成 20 年６月１日に締結された金銭消

費貸借契約に関して，ＡがＢに対して負

担する全債務の弁済に代えて，甲土地の

所有権をＢに移転する旨の契約が締結さ

れ，同日，甲土地の引渡しがされた。 

２ 令和２年７月１日，事実関係１に基づ

く登記の申請がされた。 

登記の目的  所有権移転 

原   因      ①     

権 利 者  ○○市○○町○丁目○番○号 Ｂ 

義 務 者  ○○市○○町○丁目○番○号 Ａ 

添付情報   登記原因証明情報 

登記識別情報（Ａの甲土地甲区〇番の登記識別情報） 

印鑑証明書（Ａの市町村長作成の印鑑証明書） 

住所証明情報（Ｂの住民票の写し） 

代理権限証明情報（Ａ及びＢの委任状） 

課税価格   金 1,000 万円 

登録免許税  金 20 万円（登録税別表 1.1.(2)ﾊ） 

登記の目的      ②     

原   因      ③     

権利者兼義務者  ○○市○○町○丁目○番○号 Ｂ 

添付情報   登記原因証明情報 

登記識別情報（Ｂの甲土地乙区１番の登記識別情報） 

代理権限証明情報（Ｂの委任状） 

登録免許税  金 1,000 円（登録税別表 1.1.(15)） 

 

＜解答＞ 

① 令和２年６月１日代物弁済 

 

② １番抵当権抹消 

 

③ 令和２年７月１日代物弁済 

※ 抵当権者が代物弁済により抵当不動産を取得した場合の抵当権抹消登記の登記原因

は，代物弁済によって被担保債権が消滅し，その抵当権もまた消滅するところから，

「年月日混同」とすべきではなく，「年月日代物弁済」とするのが相当である（登記

研究 270-71）。[25-24(ｴ)] 
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所有権移転（時効取得） 

 

◆キホンひな形◆  所有権移転（時効取得）  

■ 平 17 

 

平成 21 年６月 15 日 

              占有開始 

Ａ          Ｂ 

      令和２年７月１日援用 

       

  １番抵当権 

 Ｃ 

 

 

（事実関係） 

１ 平成 21 年６月 15 日，Ｂは，所有の意

思を持って，平穏かつ公然と甲土地の占

有を開始した。なお，Ｂは，占有開始の

時点で，甲土地の所有者がＡであること

を知らず，知らないことについて過失は

なかった。 

２ 令和２年７月１日，Ｂは，Ａに対して，

甲土地について取得時効を援用する旨の

意思表示をし，同日，当該意思表示はＡ

に到達した。なお，Ｂは，現在も甲土地

の占有を継続している。 

登記の目的  所有権移転 

原   因       ①      

権 利 者  ○○市○○町○丁目○番○号 Ｂ 

義 務 者  ○○市○○町○丁目○番○号 Ａ 

添付情報   登記原因証明情報 

登記識別情報（Ａの甲土地甲区〇番の登記識別情報） 

印鑑証明書（Ａの市町村長作成の印鑑証明書） 

住所証明情報（Ｂの住民票の写し） 

代理権限証明情報（Ａ及びＢの委任状） 

課税価格   金 1,000 万円 

登録免許税  金 20 万円（登録税別表 1.1.(2)ﾊ） 

登記の目的       ②      

原   因       ③      

権 利 者  ○○市○○町○丁目○番○号 Ｂ 

義 務 者  ○○市○○町○丁目○番○号 Ｃ 

添付情報   登記原因証明情報 

登記識別情報（Ｃの甲土地乙区１番の登記識別情報） 

代理権限証明情報（Ｂ及びＣの委任状） 

登録免許税  金 1,000 円 

 

＜解答＞ 

① 平成 21 年６月 15 日時効取得 

 

② １番抵当権抹消 

 

③ 平成 21 年６月 15 日所有権の時効取得 
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所有権移転（財産分与） 

 

◆キホンひな形◆  所有権移転（財産分与）  

 

 

令和２年６月 20 日 

       財産分与協議 

Ａ          Ｂ 

      令和２年７月１日 

        離婚届 

 

（事実関係） 

１ 令和２年６月 20 日，夫Ａ及び妻Ｂは，

離婚することを合意し，それに伴って，

甲土地の所有権全部をＢに分与する旨の

協議が成立した。 

２ 令和２年７月１日，Ａ及びＢは，離婚

届を提出し，同日，受理された。 

登記の目的  所有権移転 

原   因       ①      

権 利 者  ○○市○○町○丁目○番○号 Ｂ 

義 務 者  ○○市○○町○丁目○番○号 Ａ 

添付情報   登記原因証明情報 

登記識別情報（Ａの甲土地甲区１番の登記識別情報） 

印鑑証明書（Ａの市町村長作成の印鑑証明書） 

住所証明情報（Ｂの住民票の写し）  

代理権限証明情報（Ａ及びＢの委任状） 

課税価格   金 1,000 万円 

登録免許税  金 20 万円（登録税別表 1.1.(2)ﾊ） 

 

＜解答＞ 

① 令和２年７月１日財産分与 

  ※ 財産分与を原因とする所有権移転登記の原因日付は、離婚後に財産分与の協議が成立

した場合には、協議成立の日であり[平 18-13-ｲ]、離婚前に財産分与の協議が成立し

ていた場合には、離婚成立の日である。なお、家庭裁判所の審判により財産分与がな

された場合、審判確定日が原因日付となる。 
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所有権移転（権利能力なき社団の代表者の変更） 

 

◆キホンひな形◆  所有権移転（権利能力なき社団の代表者の変更）  

 

１番 所有権保存 

平成 20 年４月１日受付第 4000 号 

所有者 Ａ 

（事実関係） 

１ 権利能力なき社団である甲乙丙青年団

は，所有する甲土地を代表者であるＡ名

義で登記している。 

２ 令和２年３月１日のＡの退任に伴い，

令和２年７月１日，甲乙丙青年団の総会

において，Ｂが新代表者として選出され

た。なお，同日，Ｂは就任を承諾した。 

登記の目的  所有権移転 

原   因       ①      

権 利 者  ○○市○○町○丁目○番○号 Ｂ 

義 務 者  ○○市○○町○丁目○番○号 Ａ 

添付情報   登記原因証明情報 

登記識別情報（Ａの甲土地甲区１番の登記識別情報） 

印鑑証明書（Ａの市町村長作成の印鑑証明書） 

住所証明情報（Ｂの住民票の写し） 

代理権限証明情報（Ａ及びＢの委任状） 

課税価格   金 1,000 万円 

登録免許税  金 20 万円（登録税別表 1.1.(2)ﾊ） 

 

＜キホンひな形の変形＞   

 

代表者の交代 

の態様 
登記の目的 登記原因日付 登記原因 

① Ａ→Ｃ 所有権移転 後任者が就任した日 
○年○月○日 

委任の終了 

② ＡＢ→ＣＤ 共有者全員持分全部移転 後任者が就任した日 
○年○月○日 

委任の終了 

③ Ａ→ＡＢ 所有権一部移転 後任者が就任した日    ②    

④ ＡＢ→Ａ Ｂ持分全部移転 Ｂが退任した日 
○年○月○日 

委任の終了 

 

 

＜解答＞ 

① 令和２年７月１日委任の終了 

② ○年○月○日委任の終了 
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第８節 承諾証明情報等 
【図表 承諾証明情報等のまとめ】 

論点 

承諾書の種類 

原因日付 

への影響 

① 登記原因についての第三者の承諾証明情報等（令７Ⅰ⑤ハ） 

原則として， 

影響あり（注 1） 

・許可等がなければ登記原因たる権利変動が生じない場合 

・許可等がなければ登記原因たる権利変動が取り消されうる場合 

（未成年者の法律行為等） 

② 登記上の利害関係人の承諾証明情報等 

影響なし 必要的承諾型 不登 72 不登 109Ⅰ 不登 68 

任意的承諾型 不登 66（注 2） 

③ 登記識別情報の提供に代わる承諾証明情報等 

影響なし 
本来登記義務者として登記識別情報を提供すべき地位にある者の承諾証

明情報等を提供して，登記権利者等が単独で登記の申請・嘱託をする場合

（116Ⅰ，107Ⅰ，令別表 29 項添付情報欄ロ，110 後段）（注 3） 

 

（注 1）未成年者・被保佐人・被補助人の行為に対する同意（又はこれに代わる許可）及び取

締役の利益相反取引に対する取締役会等の承認決議等については，影響なし。［20-15(ウ)］ 

 

（注 2）任意的承諾になる代表例 

    ①共有物分割禁止による所有権変更登記 

②債権額変更（利息の増額変更・利息の特別登記等）による抵当権変更登記 

③及ぼす変更登記 

④用益権変更（ただし，用益権者が権利者となる場合） 

⑤買戻特約において合意金額を追加する登記 

 

（注 3） 

107Ⅰ 

仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登

記を命ずる処分があるときは、第六十条の規定にかかわらず、当該仮登記

の登記権利者が単独で申請することができる。 

令別表 29 項

添付情報欄ロ 

所有権の保存の登記（法第七十四条第二項の規定により表題部所有者から

所有権を取得した者が申請するものに限る。） 

→建物が敷地権付き区分建物であるときは、敷地権の登記名義人の承諾を

証する当該登記名義人が作成した情報が必要となる 

110 後段 

仮登記の抹消は、第六十条の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単

独で申請することができる。仮登記の登記名義人の承諾がある場合におけ

る当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする。 

116Ⅰ 

国又は地方公共団体が登記権利者となって権利に関する登記をするとき

は、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登

記所に嘱託しなければならない。 
 

□ 賃借権の譲渡・転貸を許す旨の定めの登記がない場合の賃借権の移転・賃借物の転貸の登

記の申請情報と併せて提供すべき賃貸人の承諾証明情報は，上記の承諾証明情報にあたら

ないが，提供が要求されている（不登令別表 39 項添付情報欄ロ・40 項添付情報欄ロ）。 

[60-22(2),6-16(ｴ),9-16(ｵ),14-21(ｴ)] 
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